
 

 

 
平成 29年４月 27日 

記者発表資料 

 

神奈川県とサンスター株式会社は「未病対策の推進に関す

る連携協定」を締結しました！ 

神奈川県とサンスター株式会社は、本日、「未病対策の推進に関する連携協定」を締結しましたのでお

知らせします。 

 １ 連携協定の目的等 

  県では、県民の皆様一人ひとりが、人生 100 歳時代に向けた「スマイルエイジング」を実

現するため、「食・運動・社会参加」の３つによる「未病改善」の取組みを進めています。 

  この３つの取組みのうち、「食」については、口腔機能を大切にして、バランスの良い生活

を送ることが重要になります。 

  そこで県は、「常に人々の健康の増進と生活文化の向上に奉仕する」という経営理念のもと、

オーラルケア事業を進めているサンスター株式会社と連携協定を締結し、歯と口腔機能の面

から未病対策の改善について、連携・協力した取組みを進めていきます。 

  具体的な連携事業は、添付資料２「協定に基づく当面の具体的な取組み」をご参照ください。 

 

 ２ 連携協定締結式について 

日時：平成 29 年４月 27 日（木） 15:00～15:15 

場所：神奈川県庁本庁舎２階 第２応接室 

出席者：    （県）神奈川県知事   黒岩 祐治 ほか 

    （サンスター）取締役会長    濱田 和生 

東日本支社支社長 池元  淳 ほか 

（添付資料） 

・資料１ 神奈川県とサンスター株式会社との未病対策の推進に関する連携協定書 

・資料２ 協定に基づく当面の具体的な取組み 

問合せ先  

神奈川県保健福祉局保健医療部健康増進課 

未病対策担当課長   石川 電話 045-210-4747 

未病対策グループ   高乘 電話 045-210-4746 



神奈川県とサンスター株式会社との未病対策の推進に関する連携協定書 

 

神奈川県（以下「甲」という。）とサンスター株式会社（以下「乙」という。） 

は、神奈川県が進める未病対策（未病改善の取組み）に関し、その推進のための連携・協力

を行うため、次のとおり連携協定を締結する。  

 

（目的）  

第１条 この協定は、未病対策を推進することにより、県民の健康寿命の延伸を図り、誰もが

いきいきと暮らせる社会の実現に資することを目的とする。  

 

（連携・協力事項）  

第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次の事項について連携・協力する。  

(1) 歯及び口腔を中心とした未病改善の正しい知識の普及啓発に関すること  

(2) 児童・生徒のむし歯予防など、子どもの未病対策の推進に関すること 

(3) オーラルケアを通じた、未病女子対策の推進に関すること 

(4) 糖尿病と歯周病の関連など、生活習慣病の未病対策の推進に関すること 

(5) オーラルフレイル概念の普及など、高齢者のフレイルの未病対策の推進に関すること  

(6) その他甲及び乙が必要と認める事項  

２ 前項に定める事項の実施時期、実施方法その他具体的な事項については、甲乙協議の上、

別に定めるものとする。  

 

（守秘義務）  

第３条 甲及び乙は、前条の活動によって知り得た他人の秘密を、その者の書面による承諾な

しに、第三者に開示し、又は漏らしてはならない。  

 

（協定期間）  

第４条 この協定の期間は、締結日から平成30年３月31日までとする。  

２ 前項の協定の期間の満了の日の１か月前までに、甲乙いずれからも、この協定を終了する

旨の申出がない場合は、この協定の期間は、さらに１年間延長するものとし、以後も同様と

する。 

 

（協定の変更及び解除）  

第５条 この協定の内容の変更又は解除は、甲又は乙の一方の申出に基づき、甲乙相互の協議

によって行うものとする。  

２ 前項の規定にかかわらず、甲又は乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、相手方に

対して何らの通知も要せず、この協定を解除することができる。  

(1) 相手方が反社会的勢力（暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団又

は個人などを含むがこれに限らない）と関係を有し、又は関係を有することとなったとき。  

(2) 相手方が脅迫的、暴力的または法的な責任を超えた要求をしたとき。  

(3) 相手方により信用を失墜させられ、又は相手方による業務を妨害する行為があったとき。  

資料１ 



３ 前項の規定により、この協定を解除したものは、この協定が解除されたことによって相手

方に損害が生じた場合であっても、これを賠償する一切の責を負わないものとする。  

 

（疑義の決定）  

第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に定める事項に関し疑義が生じた場合は、甲

乙協議の上で決定するものとする。  

この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙それぞれ署名の上、各自その１

通を保有するものとする。  

 

平成29年４月27日  

 

甲：神奈川県横浜市中区日本大通１  

神奈川県知事 

黒岩 祐治 

 

 

乙：東京都港区芝3-8-2芝公園 

  ファーストビル4階 

サンスター株式会社 東日本支社 

支社長 池元 淳 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

協定に基づく当面の具体的な取組み 

 

(1) 歯及び口腔を中心とした未病改善の正しい知識の普及啓発に関すること  

  ⇒提供番組による普及啓発 

  ⇒未病センターへの協力 

   

(2) 児童・生徒のむし歯予防など、子どもの未病対策の推進に関すること 

  ⇒親子向けイベント等でのオーラルケア情報の提供  

   

(3) オーラルケアを通じた、未病女子対策の推進に関すること 

  ⇒県が大学等と連携して行う、女性の未病改善セミナー等への協力 

 

(4) 糖尿病と歯周病の関連など、生活習慣病の未病対策の推進に関すること 

  ⇒歯周病と生活習慣病との関連情報の普及啓発 

   

(5) オーラルフレイル概念の普及など、高齢者のフレイルの未病対策の推進に関すること  

  ⇒「フレイル・オーラルフレイル」に関する県民イベントへの協力  

  ⇒オーラルフレイル普及啓発 

 

(6) その他甲及び乙が必要と認める事項 

   ⇒災害時のオーラルケアに関する普及啓発     

    

資料２ 




